
 
国立大学法人京都工芸繊維大学外国人研究員就業規則の一部改正について 

新 旧 対 照 表 

   は改正箇所を示す。 

現 行 条 文 改 正 後 

  第１条から第２５条まで （略） 

 

 （休日） 

第２６条 外国人研究員の休日は、次の各号に定める日とする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 土曜日 

 (3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）の定めによる休日 

 (4) １２月２９日から翌年１月３日までの日（前各号に定める休日を除く。） 

 

 

第２７条から第４５条まで （略） 

 

   附 則 （略） 

 

 

 

第１条から第２５条まで （略） 

 

 （休日） 

第２６条 外国人研究員の休日は、次に定める日とする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 土曜日 

 (3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）の定めによる休日 

 (4) １２月２９日から翌年１月３日までの日（前各号に定める休日を除く。） 

 (5) ８月１６日（第１号から第３号までに定める休日を除く。） 

 

第２７条から第４５条まで （略） 

 

   附 則 （略） 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９ 


